
大阪市教育委員会職員安全衛生委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市教育委員会に大阪市教育委員会職員安全衛生委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、大阪市教育委員会職員安全衛生管理規則（平成５年大

阪市教育委員会規則第 23号）第 11条に基づき、教育委員会事務局及び

学校（幼稚園を含む。）以外の教育機関に勤務する職員の安全衛生に関

する事項のうち、重要な事項を調査審議し、必要に応じ、教育委員会に

対して意見を述べることを目的とする。 

 

（職務） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を

行なう。 

(1) 安全衛生改善計画の作成 

(2) 労働災害防止計画の作成 

(3) 労働災害の原因調査及びその対策の樹立 

(4) 安全及び衛生教育の実施計画の作成 

(5) その他委員会設置の目的達成に必要な事項 

 

（組織） 

第４条 委員会は、13名以内の委員で組織する。 

２ 委員は、労働安全衛生に関する知識及び経験を有する者で、次に掲げ

る者の中から当該各号に定める人数以内の者を教育次長が選任する。 

(1) 教育委員会安全衛生管理主管           １名 

(2) 大阪市職員労働組合教育支部の推薦する者     ４名 

 (3) 大阪市従業員労働組合市民生活支部の推薦する者  ２名 

 (4) その他教育次長が適当と認める者         ６名 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、前条第２項第１号に掲げる者が委員長と 

なる。 

２ 委員長は、委員会を統轄し、委員会を代表する。 



３ 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名した委員が、その職務を

代理する。 

 

（運営） 

第６条 委員会は、委員長が招集し議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の合意により決定する。 

４ 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を

聞くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

 

（職場衛生委員会） 

第８条 インクルーシブ教育推進担当、図書館、学校運営支援センター及 

び総合教育センターにおいては、各々職場衛生委員会を設置する。 

 

（実施細目） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 16年５月１日から実施する。 

２ 大阪市教育委員会安全衛生委員会規程（平成５年 10月 14日実施）は、

廃止する。 

 

附 則 

この改正要綱は、平成 19年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この改正要綱は、平成 22年４月１日から実施する。 

この改正要綱は、平成 23年５月 16日から実施する。 

 

附 則 

この改正要綱は、平成 29年４月１日から実施する。 

 



附 則 

この改正要綱は、令和元年７月１日から実施する。 

 

附 則 

この改正要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この改正要綱は、令和５年９月１日から実施する。 

 

附 則 

この改正要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

 


